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汚染水問題に関する基本方針 
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汚染水対策の３つの基本方針 

（１）汚染源に水を「近づけない」 

 新たな汚染水の発生を抑制するため、原子炉建屋内
への地下水流入を抑制。周辺地下水のくみ上げ、建屋
周辺への遮水壁の設置等を実施。（右図①②③④等） 

（２）汚染水を「漏らさない」 

 汚染水が外洋に漏えいしないよう、護岸への遮水壁
の設置や、タンクのリプレース等を実施。（右図⑤⑥
⑦等） 

（３）汚染源を「取り除く」 

 タンク内の汚染水の浄化や、地下トンネル（トレン
チ）内の汚染水の除去を実施。（右図⑧⑨等） 
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